
パブリックコメント等に基づく 

「（仮称）北九州市犯罪被害者等支援条例」骨子案の修正について 
 

 

修正 １ （定義） 

【条例（骨子案）に対する市民意見】 

「福岡県犯罪被害者等支援条例」は、第２条に「定義」が記載されており、また、「北九州市犯罪被

害者等見舞金支給要綱」でも、第２条において「(1)犯罪行為」「(2)性犯罪」「(3)犯罪被害」「(4)

重傷病」などが「定義」されている。 

当支援条例策定においても、主要な言葉が意味するところを正確に伝えることができるよう

「定義」についても記載してはどうか。 

【修 正】 

下記のとおり文章を追加（下線が追加箇所） 

修正前 修正後 

（記載なし） 

「犯罪等」「犯罪被害者等」「市民等」「事業者」

「民間支援団体」「関係機関・団体等」「二次的

被害」「再被害」といった主要な言葉につい

て、「定義」として、用語の意義を定める。 

 

修正 ２ （関係機関・団体等との連携） 

（７）関係機関・団体等との連携 

市は、関係機関・団体等と連携し、被害者等の支援を行うとともに、大学生など若い世代を含

む多様な主体が参画できる環境の整備に努める。 

【条例（骨子案）に対する市民意見】 

「大学生など若い世代を含む多様な主体」だと、大学に行っていない若者を排除するようで違和

感がある。また、若い世代だけをターゲットにしてあるので、「専門学校生」や「高齢者」として条例

を読む場合、他人事に感じる。 

【修 正】 

下記のとおり文章を修正（下線が修正箇所） 

修正前 修正後 

市は、関係機関・団体等と連携し、被害者等

の支援を行うとともに、大学生など若い世代

を含む多様な主体が参画できる環境の整備

に努める。 

市は、関係機関・団体等と連携し、被害者等

の支援を行うとともに、幅広い世代を含む多

様な主体が参画できる環境の整備に努める。 

 

 

 

 

１ パブリックコメントに基づく修正 

資料２



修正 ３ （目的） 

（１）目的 

犯罪等により被害にあった者やその家族、遺族（以下「被害者等」という。）の権利利益を保護

し、被害者等が受けた被害の軽減及び早期回復を図り、市民の誰もが安心して暮らすことので

きる地域社会を実現する。 

【修正理由】 

常任委員会において、「前文に、この街が被害者に対してどう寄り添っていくのかというような

決意や心構えを書いてはどうか。」というご意見があった。 

このため、「目的」の中に盛り込むこととし、下記のとおり修正するもの。 

【修 正】 

下記のとおり文章を追加（下線が追加箇所） 

修正前 修正後 

犯罪等により被害にあった者やその家族、

遺族（以下「被害者等」という。）の権利利益を

保護し、被害者等が受けた被害の軽減及び早

期回復を図り、市民の誰もが安心して暮らす

ことのできる地域社会を実現する。 

犯罪等により被害にあった者やその家族、

遺族（以下「被害者等」という。）の権利利益を

保護し、被害者等が受けた被害の軽減及び早

期回復を図り、もって犯罪被害者等が安心し

て生活できる社会の実現に向け、北九州市が

率先して取り組むことを決意し、市民の誰も

が安心して暮らすことのできる地域社会を実

現する。 

 

修正 ４ （総合的支援体制の整備） 

（４）総合的支援体制の整備 

○市は、被害者等が犯罪等によって直面している様々な問題について相談に応じ、関係機関等

と連携を図り、必要な情報の提供・助言を行う。 

【修正理由】 

常任委員会において、「縦割りではない支援体制が必要である。」「支援に携わる人材の育成を

しっかりやってほしい。」「二次的被害防止に取り組む必要がある。」というご意見があった。 

このため、被害者等の相談に応じるにあたっては、関係機関・団体等との連絡調整のみならず、

市内部での連携を密にし、犯罪被害者等が同じ説明を繰り返すことによる負担や二次的被害を受

けることがないよう、市の関係部局間で連携することを明記するもの。 

【修 正】 

下記のとおり文章を追加・修正（下線が追加・修正箇所） 

修正前 修正後 

市は、被害者等が犯罪等によって直面して

いる様々な問題について相談に応じ、関係機

関等と連携を図り、必要な情報の提供・助言を

行う。 

市は、被害者等が犯罪等によって直面して

いる様々な問題について相談に応じ、適宜関

係機関・団体等との連絡調整及び市の関係部

局間の連携を図った上で、必要な情報の提

供・助言を行う。 

 

２ パブリックコメントに基づくもの以外の修正 


